
JP 4766810 B2 2011.9.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 パネルにおいて、
　頂部外板と、
　底部外板と、
　前記頂部外板及び前記底部外板に接触し、パネルの周縁を実質的に画成する接触部材と
、
　前記頂部外板と前記底部外板との間であって前記接触部材により画成された周縁内に配
置されたコアであって、フェノール系樹脂にて十分に含浸され前記頂部外板及び前記底部
外板と関係する前に硬化された織地からなる少なくとも１つのリブを含む前硬化した強化
コアであるコアとを備える、パネル。
【請求項２】
 請求項１に記載のパネルにおいて、前記前硬化した強化コアが複数の発泡材ストリップ
を備え、前記リブが２つの隣接する発泡材ストリップの間に配置される、パネル。
【請求項３】
 請求項２に記載のパネルにおいて、前記前硬化した強化コアが２つより多い発泡材スト
リップを備え、前記リブが各々の隣接する対の発泡材ストリップの間に配置される、パネ
ル。
【請求項４】
 請求項１に記載のパネルにおいて、前記接触部材が少なくとも１つの係合面を更に備え
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る、パネル。
【請求項５】
 請求項４に記載のパネルにおいて、前記係合面が重ね継手である、パネル。
【請求項６】
 請求項５に記載のパネルにおいて、前記重ね継手が少なくとも１つの貫通穴を更に備え
る、パネル。
【請求項７】
 請求項１に記載のパネルにおいて、前記コアが少なくとも１つのタップ立てブロックを
更に備える、パネル。
【請求項８】
 請求項１に記載のパネルにおいて、前記コアが少なくとも１つの取り付けブロックを更
に備える、パネル。
【請求項９】
 請求項１に記載のパネルにおいて、前記頂部外板、前記底部外板、及び前記接触部材が
フェノール系複合体である、パネル。
【請求項１０】
 床組立体において、
　相互に接続された複数のパネルを備え、前記複数のパネルの各々のパネルが、
　頂部外板と、
　底部外板と、
　前記頂部外板及び前記底部外板の間にあって、パネルの周縁を実質的に画成する接触部
材と、
　前記頂部外板と前記底部外板との間であって前記接触部材により画成された周縁内に配
置されたコアであって、フェノール系樹脂にて十分に含浸され前記頂部外板及び前記底部
外板と関係する前に硬化された織地からなる少なくとも１つのリブを含む前硬化した強化
コアであるコアとを備える、床組立体。
【請求項１１】
 請求項１０に記載の床組立体において、前記前硬化した強化コアが複数の発泡材ストリ
ップを備え、前記リブが２つの隣接する発泡材ストリップの間に配置される、床組立体。
【請求項１２】
 請求項１１に記載の床組立体において、前記前硬化した強化コアが２つより多い発泡材
ストリップを備え、前記リブが各々の隣接する対の発泡材ストリップの間に配置される、
床組立体。
【請求項１３】
 請求項１０に記載の床組立体において、前記接触部材が少なくとも１つの係合面を更に
備える、床組立体。
【請求項１４】
 請求項１３に記載の床組立体において、前記係合面が重ね継手である、床組立体。
【請求項１５】
 請求項１４に記載の床組立体において、前記重ね継手が少なくとも１つの貫通穴を更に
備える、床組立体。
【請求項１６】
 請求項１０に記載の床組立体において、前記コアが少なくとも１つのタップ立てブロッ
クを更に備える、床組立体。
【請求項１７】
 請求項１０に記載の床組立体において、前記コアが少なくとも１つの取り付けブロック
を更に備える、床組立体。
【請求項１８】
 請求項１０に記載の床組立体において、前記頂部外板、前記底部外板、及び前記複数の
パネルの各パネルの前記接触部材が、フェノール系複合体である、床組立体。
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【請求項１９】
 分離した側壁と、分離した端部壁と、床の支持組立体とを有する車両組立体を備える大
量輸送乗物にて使用される複合的な床組立体において、
　前記床の支持組立体を覆い得るように相互に接続された複数のパネルを備え、前記複数
のパネルの各々のパネルが、
　頂部外板と、
　底部外板と、
　前記頂部外板及び前記底部外板の間にあり、パネルの周縁を実質的に画成する接触部材
と、
　前記頂部外板と前記底部外板との間であって前記接触部材により画成された周縁内に配
置されたコアであって、フェノール系樹脂にて十分に含浸され前記頂部外板及び前記底部
外板と関係する前に硬化された織地からなる少なくとも１つのリブを含む前硬化した強化
コアであるコアとを備える、床組立体。
【請求項２０】
 請求項１９に記載の床組立体において、前記前硬化した強化コアが複数の発泡材ストリ
ップを備え、前記リブが２つの隣接する発泡材ストリップの間に配置される、床組立体。
【請求項２１】
 請求項２０に記載の床組立体において、前記前硬化した強化コアが、２つより多い発泡
材ストリップとを備え、前記フェノール系リブが各々の隣接する対の発泡材ストリップの
間に配置される、床組立体。
【請求項２２】
 請求項１９に記載の床組立体において、前記接触部材が少なくとも１つの係合面を更に
備える、床組立体。
【請求項２３】
 請求項２２に記載の床組立体において、前記係合面が重ね継手である、床組立体。
【請求項２４】
 請求項２３に記載の床組立体において、前記重ね継手が少なくとも１つの貫通穴を更に
備える、床組立体。
【請求項２５】
 請求項１９に記載の床組立体において、前記コアが少なくとも１つのタップ立てブロッ
クを更に備える、床組立体。
【請求項２６】
 請求項１９に記載の床組立体において、前記コアが少なくとも１つの取り付けブロック
を更に備える、床組立体。
【請求項２７】
 前硬化した強化コアの製造方法において、
　ベースとして機能し得るように発泡材コアを提供する工程と、
　発泡材コアのベースの頂部に少なくとも１つの織地層を配置する工程と、
　織地層の各層をフェノール系樹脂にて十分に含浸する工程と、
　バンを形成し得るように発泡材コアの頂部層を含浸した織地上に配置する工程と、
　必須の温度及び圧力にて前記バンを硬化させる工程と、
　前記バンを冷却する工程とを備える、製造方法。
【請求項２８】
 請求項２７に記載の製造方法において、
　前記織地層の各層をフェノール系樹脂にて含浸する工程の後であって、前記バンを形成
し得るように発泡材コアの頂部層を含浸した織地上に配置する工程の前に実施される、
　少なくとも１つの中間層の発泡材コアを十分に含浸した織地の頂部上に配置する工程と
、
　少なくとも１つの織地層を発泡材コアの中間層の頂部に配置する工程と、
　各織地層をフェノール系樹脂にて十分に含浸する工程とを更に備える、製造方法。
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【請求項２９】
 請求項２７に記載の製造方法において、
　請求項２７に記載のすべての工程が完了した後に実施される、前硬化した強化コアのパ
ネルを提供し得るようにコアの面に対して垂直な面に沿って硬化され且つ冷却されたバン
を切断する工程を更に備える、製造方法。
【請求項３０】
 請求項２９に記載の製造方法において、フェノール系の材料の頂部外板及び底部外板が
、前記前硬化した強化コアのパネルに適用されて床パネルを形成する、製造方法。
【請求項３１】
 請求項２７に記載の製造方法において、前記発泡材コアが硬い独立気泡構造の発泡材で
ある、製造方法。
【請求項３２】
 請求項２７に記載の製造方法において、前記織地が繊維ガラス織地である、製造方法。
【請求項３３】
 請求項３２に記載の製造方法において、前記繊維ガラス織地が２軸方向に配向される、
製造方法。
【請求項３４】
 請求項２７に記載の製造方法において、前記温度が一定である、製造方法。
【請求項３５】
 請求項３４に記載の製造方法において、前記一定の温度が７１．１１乃至８２．２２℃
（１６０乃至１８０°Ｆ）の範囲にある、製造方法。
【請求項３６】
 請求項２７に記載の製造方法において、前記圧力が一定である、製造方法。
【請求項３７】
 請求項３６に記載の製造方法において、前記圧力が１７２．３６９乃至２７５．７９０
ｋＰａ（２５乃至４０ｐｓｉ）の範囲にある、製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の背景】
【技術分野】
本発明は、サンドウィッチパネル、特に、前硬化させた強化コアを利用するサンドウィッ
チパネル及びその製造方法に関する。
【０００２】
サンドウィッチパネルは、構造的性質及び／又は熱絶縁性質を必要とする多岐に亙る用途
にて使用されている。これらの用途は、高速輸送乗物、冷凍及び非冷凍建物、ボート、航
空機、レジャー用乗物、箱型トレーラ及び多くのその他における構造的及び非構造的用途
を含む。構造用サンドウィッチパネルは、全体として薄い２つの表面材又は外板を比較的
厚いコア材料に接着することにより形成された複合的構造体である。通常、高密度で且つ
丈夫な外板は、圧縮及び張力に抵抗する一方、通常、比較的弱く且つ低密度の材料で出来
ているコアは、外板を分離させ、それら外板を屈曲しないように安定化させ且つせん断荷
重に抵抗する作用を果たす。
【０００３】
【関連する従来の技術】
大量輸送乗物用として使用される床組立体は、簡単な型式のサンドウィッチパネルの一例
である。床パネルを製造するために使用される一般的な材料は、多岐に亙る木及びステン
レス鋼である。通常、バルサ又は合板である木で出来た支持フレームの頂部上に固着され
たステンレス鋼の薄板を提供することによりかかる床組立体を製造することが一般に既知
である。鋼板は、堅牢さ及び耐久性を有する露出面を提供する一方、木フレームは、床に
対し軽量で硬い支持構造体を提供する。特定の構造は、大量輸送の用途にて使用される全
ての床組立体に対して要求される火炎及び煙試験を含む安全性基準を上廻る能力を備えめ
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ことになるため、構成要素及び材料を組み合わせることは業界にて望ましいものであるこ
とが周知となっている。
【０００４】
より標準的なサンドウィッチパネル用の一般的なコアは、硬い膨張プラスチック発泡材及
びハニカム材料である。ハニカムコアは、通常、多岐に亙るセル状の形態に形成された紙
又はアルミニウムフォイルのような薄板材料から成っている。膨張プラスチック発泡材コ
アは、通常、ハニカムよりも遥かに高レベルの熱絶縁効果を提供するが、ハニカムコアは
、通常、同等の密度を有する絶縁発泡材コアよりも実質的に丈夫である。
【０００５】
空隙を充填するため又は構造的に十分なハニカムコアに対しより高レベルの熱絶縁効果を
付与する目的のため、絶縁発泡材をハニカムのセル内に導入するための色々な方法が使用
されている。これらの方法は、発泡化学剤をハニカムセルに施し、プラスチック発泡材の
スラブをセル内に押し込むといったような方策を含む。しかし、これらの方法は、厚いコ
ア部分内で行なうことは難しく、ハニカムのセルを均一に充填するために使用することの
できる発泡材の型式を制限し又は機械の多額の投資を必要とする。その結果、かかる複合
的コアは大部分のサンドウィッチパネルの用途にて殆ど採用されず、また、その結果、多
くのハニカムコアの製品は絶縁効果が不十分であり、また、コア内に水が侵入し易い。
【０００６】
金属、木、繊維ガラス強化プラスチック及び同様の耐久性のある材料から成る外板を有す
るサンドウィッチパネルは、３つの基本的な方法により広く製造されている。１つの方法
において、一般にポリアイソシアヌール酸塩調合剤である液体化学薬剤が外板の間に注入
され、その後、その薬剤は反応し且つ膨張して硬い発泡材を形成し、この発泡材は、それ
自体が外板に接着してサンドウィッチパネルを形成する。サンドウィッチパネルを製造す
る第２の方法は、接着剤により積層し、その場合、予成形したバネル外板を膨張発泡材ビ
レットから切断した硬い発泡材の板又はスラブのコアに接着剤にて接着する。第３の方法
において、未硬化樹脂及び強化材料がかかる発泡剤の表面に施され、又はコア及び外板強
化材を含む閉じられ又は真空バッグ詰めした金型内に樹脂が導入され、その後、硬化させ
て硬い外板を形成する。耐久性のある樹脂は、例えば、熱硬化性ポリエステル、ビニルエ
ステル、エポキシ、ポリウレタン又はフェノール樹脂のようなものとすることができる。
また、ポリプロピレン又はポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）のような熱可塑性樹
脂も使用することができ、十分な熱を加えて、これらの樹脂を流れ出させ且つ強化材を湿
らせる。強化材は、織地内に織り又は縫い合わせ、又は全体として平面状に整合した状態
に配置される不規則な繊維の高密度のマットとなるように形成されたガラス、炭素、又は
合成ポリマー繊維のような材料を含む。
【０００７】
サンドウィッチパネルの積層業者は、ポリウレタン、ポリアイソシアヌール酸塩、押出し
成形ポリスチレン、膨張ポリスチレン、ポリ塩化ビニル及び発泡ガラスを含む、多岐に亙
るこれらの予成形したコアを使用する。ボートの外板のような、構造的条件を要求するサ
ンドウィッチパネルの用途用のプラスチック発泡材コアは、一般に、３２．０３６９乃至
２５６．２９５ｋｇ／ｍ3（２乃至１６ポンド／立方フィート）の密度にて、線形又は架
橋結合したポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）調合材で出来ている。板フィート当たりのこれらの
材料が高コストであることは、かかる重要な媒質の用途を公道トレーラ及びレジャー用乗
物のような高性能の用途に制限している。ＰＶＣ発泡材及びポリスチレンのようなその他
の熱可塑性発泡材の更なる欠点は、輸送及びその他の環境にて出会う高温度にてその物理
的性質を著しく劣化させることである。
【０００８】
プラスチック発泡コアのサンドウィッチパネルは、硬い発泡絶縁コアの性質による構造上
の制限のため、その設計及びコストを著しく損なうことがしばしばである。外板における
圧縮応力及び引張り応力のため、これらのパネルが撓むことに加えて、硬い発泡材料は比
較的低せん断率である結果、更なる撓みが生じる。コアが厚ければ厚い程、せん断撓みは
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益々、より顕著となり、それは、曲がりに起因する撓みを越える程度に至る。支承した荷
重の下、プラスチック発泡材コアには、また、クリープ変形が生じ易く、このため、パネ
ルの撓みを更に増し、その結果、サンドウィッチパネルが破損する虞れが生じる。
【０００９】
コアのこれらの欠点は、過度に重く且つ高価な外板を使用することを通じて、複合材の強
度及び剛さを増すことを必要とする。これと代替的に、発泡材コアの厚さ又は密度を、許
容可能な限界値を越えるように増大させることによりパネルを構造的に改良することもで
きるが、このことは、また、材料及び輸送コストの双方を増すことになる。また、低密度
のプラスチック発泡材の比較的低圧縮率は、比較的低応力レベルにて薄い平坦なパネルが
屈曲することも許容し、この場合にも、１つの補償として、外板又はより高密度の発泡材
コアを過剰に設計することが必要となる。また、低せん断抵抗性であること、及び発泡材
コア内に強化要素が存在しないことは、コアとパネル外板との間、及びコア自体内部又は
そのコアを通じて亀裂又は裂目が応力の下、拡大することも許容し、その結果、パネルが
劣化し又は構造的に破損する。更なる別の難点は、殆どのプラスチック発泡材の圧縮強度
が小さく、このことは、集中荷重又は衝撃荷重が外板及びコアの双方を変形させることを
許容することになる。
【００１０】
金属、木、繊維ガラス強化プラスチック及びその他の材料で出来た強化フレーム又はリブ
は、発泡材コアサンドウィッチパネルにて使用され、上述した構造的制限を緩和し又は解
消する。発泡材コア及びリブの双方がこれらのパネルの強度に寄与するが、かかる構造に
てリブが構造的に寄与することは、基本的に、発泡材コアが存在することに依存しない。
【００１１】
広く分離したリブにてしばしば重大となる１つの欠点は、全体としてより可撓性パネル内
で過度に硬い構造体の部分が形成されることである。その結果、特に、より高強度材料で
出来たより薄い表面積層体の場合、リブと表面積層体とが交差する部分に望ましくない集
中荷重が生じる可能性がある。外板を接続し且つその外板間のスペースを充填する繊維状
の強化材料を巻いた個別の発泡材ブロック又はストリップを極めて多数、外板の間にて組
み立てることにより、複合材の構造的性質を向上させることができる。このレイアップ工
程中、外板及びコア強化材の双方に含浸樹脂が施される。これと代替的に、外板及びコア
強化材並びに発泡材の全ての構成要素は、乾燥及び多孔質状態にある間、金型内に配置す
ることができ、その後、真空支援の樹脂トランスファー成形法の場合のように、金型を閉
じ且つ樹脂を圧力下にて導入し、強化材内に流れ且つ強化材を含浸するようにする。
【００１２】
強化発泡材コアを製造する別の一般的な方法は、交互の発泡材コアパネルに乾燥した吸収
性繊維状ウェブを接着させることを利用するものである。硬い発泡絶縁板及び薄い可撓性
の繊維状シートを交互の層として積み重ね、その層の間に接着剤を施し、次に、接着剤が
硬化して、コアパネル又はビレットを形成する間に、積み重ね体を圧縮することにより、
強化した発泡材コアが提供される。ビレットは、交互の層にて且つ平行な分離した面に沿
って切断し、強化発泡材コアパネルを形成し、そのパネルの各々が繊維状シートのストリ
ップにより形成された分離したウェブを有するようにする。乾燥した繊維状ウェブを有す
る強化発泡材コアを使用する方法は、乾燥したウェブの多孔質が上方に位置するパネルの
外板に施された樹脂を吸収することにより、一体の接着部を形成することを許容するから
、当業界にて、望ましい方法として周知となっている。
【００１３】
【発明の概要】
既知の床組立体によりもたらされる難点は、床組立体を製造し、組み立て且つ設置するこ
とが難しいことである。木製及び鋼製の床は、乗物自体内にて製造及び設置の双方を行な
わなければならない。この方法は、床部分をコストを節約する仕方にて予め製造すること
ができない。
【００１４】
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既知の床組立体によりもたらされる別の難点は、かかる床に伴うメンテナンスコストが比
較的高いことである。この点に関して、既知の床組立体は、水が侵入しないように密封す
ることが難しい。客列車、バス等のような大量輸送乗物の環境において、水の形態をした
水分が床にしばしば運ばれ、また、床内に滲み込み且つ木製のフレームに接触する可能性
がある。一度び水分が木製のフレームを飽和することが許容されたならば、水分は鋼板材
の下方に取り込まれる。その結果、分解又は腐速度が加速されることになる。腐食したフ
レームは、床を損傷され易くし、このことは、腐食した木を交換し又は床の全体を交換す
ることを必要とする。
【００１５】
本発明は、簡単に製造し且つ設置することのできる丈夫で、軽量、水抵抗性のたる複合床
を提供することにより、これらの問題点を解決しようとするものである。この設計は、実
証された材料及び構成要素を使用し、フェノール系複合材料に対する優れた火炎及び煙性
能値を特徴としている。この設計は、また、従来の輸送車両の床と比較して重量を軽くす
るものでもある。
【００１６】
１つの実施の形態において、本発明は、大量輸送環境の苛酷さに適合し得るように十分に
硬く且つ水抵抗性のある複合材料にて製造された床組立体を提供する。更に、床組立体の
構成要素は必須の安全性試験に合格する複合材料にて製造されている。
【００１７】
特に、本発明は、その他のものの内、フェノール系構成要素を含む複合床を提供する。床
組立体は、サンドウィッチの構造を有する複合パネルを備えている。該パネルは、２つの
薄い外板又は表面材を比較的厚いコア材料に接着することで形成される。外板は構造的フ
ェノール系複合材で出来ている。外板は、２つの繊維ガラス強化シートにフェノール樹脂
を含浸させた後に硬化させる。コア材料は軽量で且つ硬い独立気泡構造の発泡材及びフェ
ノール系リブの組み合わせ体を含む。フェノール系リブは床内部に必要な強化材を提供す
る。発泡材コアは水分の吸収に抵抗し且つ外板に対し優れた接着性を付与する。前硬化し
たリブ付きコアの更なる有利な点及びその他のコア材料の不利益な点について以下に更に
説明する。
【００１８】
フェノール系クローズアウトを床パネルの端縁内に成形し、水分がコアに入るのを防止し
且つ床パネルに対し更なる強度及び安定性を付与する。フェノール系クローズアウトは、
床パネルの周縁を取り巻き且つ同一の硬化過程により頂部外板及び底部外板に接続されて
水分が入らないようにコアを密封する。
【００１９】
フェノール系の床組立体は大量輸送乗物内に容易に設置することができる。床は、予め製
造した多数の床パネルから現場にて組み立てられる。フェノール系のクローズアウトは容
易に機械加工でき、パネルの間に高密度の継手を形成することを可能にする。予め製造し
た床パネルは、フェノール系のクローズアウトに切り込んだ重ね継手により互いに容易に
接続することができる。クローズアウト材料で出来たタップ立てプレート及び取り付けブ
ロックをパネルのコア内で硬化させ、取り付け領域内で更なる支持体を提供することがで
きる。これらのパネル領域は、現場にて容易に穿孔し且つタップ立てし、床パネルを乗物
のフレームに機械的に締結することができる。
【００２０】
１つの実施の形態において、本発明は複数の床パネルを含む床組立体を提供する。パネル
の各々は相互に接続され、また、パネルの各々は上面を画成する頂部外板と、底面を画成
する底部外板とを有している。この組立体は、頂部外板及び底部外板に接触する共に、一
部分、上記床パネルの周縁を画成するクローズアウト部材も備えている。床組立体は、ま
た、頂部外板と底部外板との間に配置されたコアも有している。該コアは、クローズアウ
ト部材に接触する側壁を有するリブ付きコアを備えている。
【００２１】
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別の実施の形態において、本発明は、分離した側壁と、分離した端部壁と、床の支持組立
体とを含む車両組立体を備える客列車内で使用される床組立体を提供する。該床組立体は
、床の支持組立体を覆うように相互に接続された多数の床パネルを備えており、床パネル
の各々は、２つの側端縁と、２つの端部端縁と、内面と、上記床パネルの上面を画成する
露出した面とを有する頂部外板を備えている。床パネルの各々はまた、２つの側端縁と、
２つの端部端縁と、内面と、上記床パネルの底面を画成する露出した面とを有する底部外
板も備えている。床パネルの各々はまた、各々が内面と、床パネルの側部にて露出した外
面と、頂部外板の内面に接触する上面と、底部外板の内面に接触する底面と、側部クロー
ズアウトの長さを画成する２つの端面とを含む２つの側部クローズアウトも備えている。
また、床パネルの各々は、側部クローズアウトの端面に接触すると共に、側部クローズア
ウトと共に上記床パネルの外周縁を画成する内面を含む２つの端部クローズアウトも備え
ている。また、床組立体は、側部クローズアウト及び端部クローズアウト内に配置された
コアも備えており、該コアは、側部クローズアウト及び端部クローズアウトの内壁に接触
する側壁を備えている。また、コアは、頂部外板の内面に接触する上面と、底部外板の内
面に接触する底面とをも備えている。
【００２２】
サンドウィッチパネルにて使用される一般的なコア材料には多くの不利益な点がある。乾
燥したウェブを有する強化した発泡材コアによりもたらされる難点は、乾燥したウェブを
発泡材コアに接着するために使用すべき接着剤を厳格な安全性基準を有する業界にて使用
することができない点である。例えば、大量輸送業界は、大量輸送の用途に使用される全
ての床組立体に対し、火炎及び煙試験を含む多数の安全性基準によって管理されている。
接着のために最も一般的に使用されるウレタン接着剤は、燃焼したとき、この規則により
設定された基準に適合しないガスを発生させる。このため、この型式の強化コアを大量輸
送業界にて使用されるパネルに利用することはできない。
【００２３】
破壊試験を行なわずに、リブ内のフェノール系接着剤の品質を視覚的に検査することは困
難であり又は不可能である。乾燥したウェブは、頂部外板及び底部外板に対してガラス織
地を含浸させるために使用される液体フェノール系樹脂にて部分的に飽和された状態とな
る。ウェブは頂部外板及び底部外板と同時に硬化するため、ウェブ内で生じた硬化の完全
性及び程度を視覚的に観察することはできない。ウェブの硬化の質を判断するためには、
ウェブを何らかの方法で視覚的に観察可能としなければならない。例えば、パネルを断面
に分離するように切断することができる。
【００２４】
接着した乾燥ウェブ発泡材コアによってもたらされるその他の難点は、ウェブ内に接着剤
及び空隙が存在するため、フェノール系樹脂の接着が不均質で且つ不均一な点である。理
想的には、硬化した後、均質で且つ均一なフェノール樹脂の接着を実現し得るように、乾
燥したウェブを液体フェノール系樹脂で完全に含浸されるようにしなければならない。し
かし、ウレタン接着剤は、最初に乾燥した材料を含浸させる一方、この乾燥した材料は、
フェノール系樹脂を適正に含浸させることを許容しない。その結果、ウレタン領域はフェ
ノール系領域よりも弱い接着状態となる。また、接着剤は、滴下バーにて施され、このバ
ーは、接着剤を織地の表面上の中間位置にて滴下させる。接着剤がウェブに対し均一に且
つ完全に施されないため、樹脂の含浸段階中、エアポケット及び空隙が生じる可能性があ
る。これらのウェブの空隙は、ウェブの性質の不確実さを増すことになる。フェノール樹
脂の接着が完全であることは、構造的により硬く且つ健全な部品を製造し、このことは安
定した性能及び信頼性を実現することになる。
【００２５】
乾燥したウェブを有する強化した発泡材コアによりもたらされる別の難点は、発泡材コア
と乾燥ウェブとの間の接着状態が弱いため、取り扱うことが困難な点である。強化した発
泡材コアは、フェノール系パネルの製造時に使用され、このため、頻繁に取り扱われ且つ
動かされる。この動作の結果、乾燥したウェブと発泡材コアとの間の接着が分離すること



(9) JP 4766810 B2 2011.9.7

10

20

30

40

50

がしばしば生じる可能性がある。これにより、不良品が生じるか又は破損を最小にする装
置を具体化するための余分なコストが生ずるかの何れかとなる。
【００２６】
本発明は、大量輸送業界の安全性基準を上廻ることができると共に、リブの全体に亙って
視覚的に観察可能なより丈夫で且つより均一なフェノール系樹脂の接着を実現することの
できる、前硬化した強化発泡材コアを製造する方法を提供することにより、こうした問題
点を解決しようとするものである。
【００２７】
特に、前硬化した強化コアは、大量輸送業界で要求される安全性試験を上廻るものである
。発泡材パネル及びガラス織地は液体フェノール系樹脂を使用して共に、接着させる。硬
化したフェノール系樹脂は、コアを形成するその他の材料と共に、必須の安全性試験に合
格する。火炎及び煙試験の安全性基準に合格しない接着剤は利用しない。
【００２８】
更に、コアがパネルの外板内に隠れる前に、フェノール系接着剤の品質を視覚的に観察す
ることができる。バン（ｂｕｎ）が一定の温度及び圧力にて硬化した後、そのバンは発泡
材シートの面に対して垂直な面内で切断する。コアストリップは、リブ及び発泡材の双方
を露出させる２つの端縁を有することになる。この有利な点から、フェノール系接着部の
品質を視覚的に観察することができる。また、ガラス織地は、液体フェノール系樹脂の均
一な飽和を妨げるいかなる接着剤も含んでいない。フェノール系接着部の品質を視覚的に
確認することができ、また、液体フェノール系樹脂の均一な含浸を実現することができる
ため、床パネルの全体的な性能及び品質は一定状態に保たれる。
【００２９】
本発明のその他の特徴及び有利な点は、以下の詳細な説明、特許請求の範囲及び図面を参
照することにより当該技術分野の当業者に明らかになるであろう。
本発明の１つの実施の形態を詳細に説明する前に、本発明は以下の説明に記載し又は図面
に図示した構造の詳細及び構成要素の配置にのみその適用が限定されるものではないこと
を理解すべきである。本発明は、その他の実施の形態が可能であり且つ色々な方法にて実
施し、又は具体化することができる。また、本明細書にて使用した記述及び用語は、説明
の目的のためのものであり、限定的なものであるとみなすべきでないことも理解すべきで
ある。
【００３０】
【好ましい実施の形態の詳細な説明】
図１乃至図６には、本発明を具体化する第一の車両組立体１０が図示されている。図１を
参照すると、該車両組立体１０は、分離した側壁１４と、分離した端部壁１８とを有する
列車の車両である。対向した２つの側壁１４が対向した２つの端部壁１８と接続されてお
り、該端部壁は、共に、組立体１０の周縁を画成する。車両組立体１０はまた、床の支持
組立体２２（図１に仮想線で図示）を備えている。床の支持組立体２２は、車両組立体１
０の周縁の周りを伸び、部材が長さに対して垂直な間隔にて分離されている。
【００３１】
車両組立体１０はまた、床の支持体に固着され且つ側壁１４及び端部壁１８により取り囲
まれた床組立体２６も備えている（図１及び図２）。
図２を参照すると、床組立体２６は、多数の床パネル３０と、２つの端部パネル３４とを
備えている。床組立体２６は、輸送車両１０内で乗客、座席等に対する支持体を提供する
。床パネル３０及び端部パネル３４は車両１０内の領域の全体を覆い得るように相互に接
続されている。
【００３２】
パネル３０、３４を含む床組立体２６は、大量輸送乗物の床を提供し得るように任意の数
の方法にて形態を設定することができる。例えば、図７には、本発明の１つの代替的な実
施の形態である第二の車両の床組立体３８が図示されている。床組立体３８は乗客バス内
に且つバスのフレームの上方に配置された運転者室内の床として使用するのに適している
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。床パネル３８は、床２６と著しく相違する周縁を有するが、同一の基本的構成要素から
構成されている。
【００３３】
床パネル３０、３４は同様の構造である。各々の個々の形状は、パネルの位置及び床組立
体２６を取り巻く車両組立体１０の側壁１４及び端部壁１８の形態に依存する。このため
、理解の容易さのため、単一の床パネル３０についてのみ詳細に説明する。
【００３４】
図３及び図４を参照すると、床パネル３０の各々は、２つの側部クローズアウト４２及び
２つの端部クローズアウト４６を有している。該２つの端部クローズアウト４６は、ある
距離だけ分離されて且つ側部クローズアウト４２の端部に接続されている。また、床パネ
ル３０は、コア５０を有している。該コア５０は、接続した対のクローズアウト４２、４
６により画成されたスペースを占めている。コア材料は、バルサ、合板、発泡材、強化材
料又はその任意の組み合わせから成るものとすることができる。また、床パネル３０は、
頂部外板５４及び底部外板５８を有している。頂部外板５４は、コア５０、端部クローズ
アウト４６及び側部クローズアウト４２の上方に配置され、また、底部外板５８は、コア
５０、端部クローズアウト４６及び側部クローズアウト４２の下方に配置されている。外
板５４、５８及びクローズアウト４２、４６は、水分がパネル３０の内部に達するのを防
止する作用を果たす。
【００３５】
頂部外板５４は、床パネル３０の上面に耐久性のある表面を提供する。頂部外板５４は、
コア５０の上側部、側部クローズアウト４２及び端部クローズアウト４６に接触する内面
６２を提供する。また、頂部外板５４は、床パネル３０の上面を画成する露出面６６を提
供する。
【００３６】
底部外板５８は、安定性及び取り付けの目的のため、パネル３４の下側部に耐久性のある
表面を提供する。また、底部外板５８は、内面７０及び露出面７４も有している。内面７
０は、コア５０の底側部、側部クローズアウト４２の側部及び端部クローズアウト４６に
接触する。露出面７４が床パネル３０の底面を画成する。
【００３７】
側部クローズアウト４２の各々は内面７８及び外面８２を有している。側部クローズアウ
ト４２の内面７８はコア５０に接触し、側部クローズアウト４２の外面８２は床パネル３
０の側部にて露出される。また、側部クローズアウト４２は上面８６及び底面９０を有し
ている。側部クローズアウト４２の上面８６は頂部外板５４の内面６２と接触し、側部ク
ローズアウト４２の底面９０は底部外板５８の内面７０と接触している。側部クローズア
ウト４２は、また、２つの端面９４（一方を図示）も有している。該端面９４は側部クロ
ーズアウト４２の長さを画成する。
【００３８】
端部クローズアウト４６の各々は、内面９８及び外面１０２を有している。端部クローズ
アウト４６の内面９８は側部クローズアウト４２の端面９４と接触しており、該側部クロ
ーズアウト４２は、組み合わさって、床パネル３０の外周縁を画成する。側部クローズア
ウト４２の間の領域内にて、端部クローズアウト４６の内面９８はコア５０と接触してい
る。端部クローズアウト４６の外面１０２は床パネル３０の側部にて露出されている。ま
た、端部クローズアウト４６は上面１０６及び底面１１０を有している。端部クローズア
ウト４６の上面１０６は頂部外板５４の内面６２に接触し、また、端部クローズアウト４
６の底面１１０は底部外板５８の内面７０と接触している。端部クローズアウト４６はま
た、２つの端面１１４（一方を図示）を有している。端部クローズアウト４６の端面１１
４は床パネルの側部に対して露出されている。
【００３９】
また、端部クローズアウト４６は係合面１１８も有している。該係合面１１８は、大量輸
送乗物内で予め製造した床パネル３０を簡単に組み立てることを許容する。典型的に、こ
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の表面は重ね継手である。係合面１１８は隣接する床パネル３０の別の係合面１１８に接
触する。
【００４０】
図６を参照すると、係合面１１８は、ボア１２２と、端ぐり穴１２６とを有している。ボ
ア１２２及び端ぐり穴１２６は、係合面１１８と相俟って、隣接する床パネル３０、３４
を共に端部同士を合わせて機械的に締結し且つ床パネル３０を床の支持体２２に締結する
ことを許容する。
【００４１】
図４を参照すると、コア５０は床パネル３０の内部を占めている。コア５０の側部は、端
部クローズアウト４６及び側部クローズアウト４２の内面９８、７８に接触している。コ
ア５０は、上面及び底面を有している。コア５０の上面は頂部外板５４の内面６２と接触
し、コア５０の底面は底部外板５８の内面７０と接触している。コア５０は、前硬化した
強化コア１３０と、取り付けブロック１３４（図示せず）と、タップ立てブロック１３８
とを有している。
【００４２】
図４及び図５を参照すると、前硬化した強化コア１３０は、床パネル３０に対する支持体
を提供し、また、複数の発泡材ストリップ１４２及び複数のリブ１４６を有している。リ
ブ１４６及び発泡材ストリップ１４２は、交互の層にて配置されている。前硬化した強化
コア１３０及びその製造方法について、以下に更に詳細に説明する。
【００４３】
より具体的には、図５に示すように、前硬化した強化コア１３０内のリブ１４６は頂部端
縁及び底部端縁を有している。リブ１４６の頂部端縁は、頂部外板５４の内面６２と接触
し、リブ１４６の底部端縁は底部外板５８の内面７０と接触している。リブ１４６は、ま
た、対向した２つの端縁も有している。リブの露出面は前硬化した強化コア１３０の層状
端部に配置され、また、好ましい実施の形態にて図示するように、端部クローズアウト４
６の内面９８と接触している。リブ１４６はまた、２つの係合面も有している。リブの係
合面は、２つの内側発泡材ストリップ１４２と接触するか又は１つの内側発泡材ストリッ
プ１４２及び１つの端部発泡材ストリップ１４２と接触している。
【００４４】
更に、発泡材ストリップ１４２は上面及び底面を有している。発泡材ストリップの上面は
頂部外板５４の内面６２と接触しており、内側発泡材ストリップの底面は底部外板５８の
内面７０と接触している。また、内側発泡材ストリップ１４２は露出した２つの端部を有
している。露出した端部は、前硬化した強化コア１３０の層状端部上に配置され、また、
好ましい実施の形態にて図示するように、端部クローズアウト４６の内面９８と接触して
いる。発泡材ストリップ１４２は、また、２つの係合面を有している。発泡材ストリップ
の係合面は隣接するリブ１４６の係合面に接触する。
【００４５】
また、前硬化した強化コア１３０は支持切欠き１５０も有している。該支持切欠き１５０
は、取り付けブロック１３４又はタップ立てブロック１３８のようなその他の構成要素が
コア５０内で硬化するためのスペースを許容する。支持切欠き１５０は、材料を前硬化し
た強化コア１３０から除去することにより形成される。支持切欠き１５０は、前硬化した
強化コア１３０内の任意の位置に配置することができ、また、寸法及び形状を変化させる
こともできる。
【００４６】
取り付けブロック１３４は、上面及び底面を有し、また、例えば、着座固定具のようなも
のを床組立体２６に取り付けるため床組立体２６の集中領域内の強度を向上させるべく使
用される。取り付けブロック１３４の上面は、頂部外板５４の内面６２に接触し、取り付
けブロック１３４の底面は底部外板５８の内面７０に接触する。取り付けブロック１３４
は、支持切欠き１５０内部に嵌り、また、全体としてフェノール系材料にて出来ており、
特定の二次元的な幾何学的形状にのみ限定されるものではない。
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【００４７】
タップ立てブロック１３８は、上面及び底面を有し且つ例えば、機械式締結具のような、
床組立体１０に集中した強度部分を提供する手段を提供する。タップ立てブロック１３８
は、また、前硬化した強化コア１３０の支持切欠き１５０内に嵌る。タップ立てブロック
１３８は、また、タップ立てプレート１５４も有している。タップ立てプレート１５４は
タップ立てブロック１３８の中央にて硬化する。タップ立てブロック１３８は特定の二次
元的な幾何学的形状にのみ限定されるものではない。タップ立てプレート１５４は、鋼製
であり、また、床パネルにねじを切り且つねじ付きの機械式締結具を使用するのに必要な
機械的特徴を提供することが好ましい。
【００４８】
構造用フェノール系複合外板は、火炎及び煙性能が優れる点にて好ましい。また、外板は
、構造的堅牢さを提供し得るように２軸方向に配向状態にて、すなわち０乃至９０°にて
配置されることも好ましい。クローズアウト材料は、パネルを組み立てた後、必要とされ
る形態に機械加工された強化フェノール系合成材料である。
【００４９】
フェノール系外板、リブ、クローズアウト材料及び独立気泡構造の発泡材コア材料を組み
合わせる結果、軽量、高強度の床パネル及び床組立体が得られる。積層構造体は、水分又
はその他の腐食性要素が浸入することを許容せず、また、複合外板との優れた接着状態を
実現する。開示された構造を使用する床組立体は、重量が約６．３４７２ｋｇ／ｍ2（約
１．３ポンド／平方フィート）であり、また、同様に、優れた強度、音響及び熱性質を提
供する。
【００５０】
本発明を具体化する前硬化した強化コア１３０を製造する方法が図８のフローチャートに
図示されている。第一に、硬い独立気泡構造の発泡材コア１５８の全体として矩形の板が
ベース（２１０）として作用するように提供される。この発泡材コアのベース１５８の周
縁寸法は、便宜に加工可能な寸法とする必要があり、また、硬化プレス及び硬化加熱炉の
寸法によって制限される。本発明の１つの実施の形態において、発泡材コアのベース１５
８は、準備台の上に平らに置く。この準備台は、ベース１５８の寸法を受け入れるのに十
分に大きくなければならない。台の表面には、ベース層１５８と同一の位置にて連続的な
層を整合させるために使用される３つの垂直ストッパが設けられている。第一の垂直スト
ッパが台の短い横方向端縁上に配置される一方、第二及び第三のストッパは、ある距離だ
け分離され且つ台の長い長手方向端縁上に配置されている。一度び発泡材コアのベース１
５８が台の上に配置されたならば、横方向端縁を第一のストッパに対して押し付ける。第
一のストッパとの接触を保ちつつ、発泡材コアのスペース１５８は、移動させて、長手方
向端縁が第二及び第三のストッパに対して休止するようにする。発泡材コアの好ましい厚
さは、２０．３２ｍｍ（０．８０インチ）であり、積み重ね工程の全体に亙って厚さが均
一に保たれるようにすることが好ましい。コアの厚さは、異なる床パネルに対して変化さ
せることができ、また、必要とされる強度対重量の特徴に依存する。
【００５１】
次に、発泡材コアのベース１５８は、フェノール系液体樹脂の薄い層として被覆される（
２１４）。又、以下に説明するように、発泡材コアの中間物１６６にも薄いフェノール系
液体樹脂の層にて被覆される。樹脂は、ブラシ又はその他の一般的な手段により施すこと
ができる。コア１５８を改良した後、２軸方向に配向させた繊維ガラス織地１６２の層が
発泡材コア１５８の頂部及び液体フェノール系樹脂に配置される（２１８）。好ましい実
施の形態において、繊維ガラス織地１６２のストランドは、最適な強度を実現し得るよう
に発泡材コア１５８の長手方向端縁及び横方向端縁により画成された枢軸に対し４５°の
角度にてずらす必要がある。更に、繊維ガラス織地１６２は、発泡材コア１５８の表面に
略等しい寸法に切断し、又、発泡材コア１５８の表面を覆うように配置される。その後、
別の液体フェノール系樹脂の層が繊維ガラス織地１６２を含侵する（２２２）。これは、
上述したものと同様の方法にて施すことができる。その他の実施の形態において、既存の
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繊維ガラス織地１６２の層の上に多数の繊維ガラス織地１６２の層を配置することができ
る。１つ以上の層の繊維ガラス織地１６２が導入されるならば、フェノール系樹脂が第一
の層の上に施された後、第二の繊維ガラス織地１６２のシートを第一の繊維ガラス織地１
６２の頂部上に直接、配置する。一度び第二の繊維ガラス織地１６２のシートが第一の層
１６２を覆ったならば、第二の層は、同様の仕方にて液体フェノール系樹脂の被覆にて湿
らせなければならない。換言すれば、繊維ガラスの織地１６２の所望の厚さが得られるよ
うに、工程（２１８）及び（２２２）を繰り返す必要がある。
【００５２】
一度び所望の厚さが実現されたならば、発泡材コアの中間物１６６を繊維ガラス織地１６
２の頂部に配置する（２２６）。次に、工程（２１４）にて、発泡材コアのベース１５８
を被覆する場合と同様に、薄い液体フェノール系樹脂の層にて中間物を被覆する。好まし
い実施の形態において、３つの台ストッパがガイドとして利用される。その結果、発泡材
コアのベース１５８の上面及び発泡材コアの中間物１６６の下面が液体フェノール系樹脂
を含浸させた繊維ガラス織地１６２を挟持する。次に、複数の繊維ガラス織地１６２の層
を液体フェノール系樹脂を含浸させた発泡材コアの中間物１６６上に配置し、次に、工程
（２１８）、（２２２）、（２２６）と一致する仕方にて別の発泡材コアの中間物１６６
にて覆うことができる。換言すれば、図８に図示するように、中間発泡材コア１６６の間
に配置される多数の含浸繊維ガラス織地１６２と共に、多数の中間発泡材コア１６６を利
用することができる。
【００５３】
こうした異なる仕方にて連続的に積み重ねることでバン１７０が形成される。一度びバン
１７０が所望の高さに達したならば、バン１７０の頂部に発泡材コアの頂部１７４を配置
する（２２６）。この発泡材コアの頂部８は、積層体を完成させ且つ乾燥した上面を有す
る点を除いて、発泡材コアの中間物１６６及び発泡材コアのベース１５８と同様である。
バンの所望の厚さは、外部の因子に依存し、工程自体によっては制限されない。バン１７
０は、最終的に、パネルに、すなわち前硬化した強化コアパネル１７８に切断されるため
、バン１７０の厚さは、バン１７０の厚さを決定するために利用可能な便宜な切断深さに
より決定されることが最もしばしばである。
【００５４】
好ましい実施の形態において、同一の準備台のそれ以前のバンの頂部に別のバン１７０が
準備される。２つのバン１７０の間に、非接着性の紙又は層を配置して、パンのストック
を形成する。バンのストックの高さは、硬化プレス内で利用可能な寸法によって制限され
る。
【００５５】
バン１７０又はバンのストックをその所望の高さまで組み立てられたならば、バン１７０
又はバンのストックを必須の温度及び圧力にて硬化させる（２３４）。硬化させる前に、
バン１７０又はバンのストックを硬化プレス内に装填しなければならない。硬化プレスの
一例は、バンのストックの表面積に圧力を加える下側プラテン及び上側プラテンから成っ
ている。色々な層の位置決めを妨げるのを防止する仕方にてバン１７０又はバンのストッ
クを準備台から硬化プレスまで搬送しなければならない。例えば、準備台を硬化プレスま
で転がし、バン１７０又はバンのストックを準備台から硬化プレスの下側プラテンまで容
易に搬送することを許容する高さに配置することができる。
【００５６】
硬化プレスは、必須の圧力及び熱を加えることにより、バン１７０又はバンのストックを
硬化させる（２３４）。バンのストックが硬化プレス内に配置された後、頂部プラテンを
バンのストックの頂部にて下方に押し付け、所望の一定の圧力を加える。具体的には、好
ましい圧力は約１７２．３６９乃至２７５．７９０ｋＰａ（２５乃至４０ポンド／平方イ
ンチ）であるが、最適な圧力は、バン内で使用される層の厚さに依存する。圧力がバン１
７０又はバンのストックに加えられた後、バン１７０又はストックを一定の周囲温度内に
配置する。好ましくは、周囲温度は室温以上である。より具体的には、この周囲温度は約
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７１．１１乃至８２．２２℃（約１６０乃至１８０°Ｆ）の範囲である。これは、大型の
従来の加熱炉内にて硬化プレスを移動させることにより実現することができる。一度びバ
ン１７０又はバンのストックが加熱炉内に配置されたならば、このバンは、特定の時間、
一定の温度及び一定の圧力下にて硬化させることが好ましい。この硬化時間は、リブ及び
コアの厚さ並びにバン１７０又はバンのストックの全周縁の寸法に依存する。全体として
、この硬化時間は約２乃至３時間である。
【００５７】
その後、バン１７０又はバンのストックを冷却させる（２３８）。硬化プレスを加熱炉か
ら除去して、バンのストックを約２時間、室温又はより低温度にて冷却させる。一度び硬
化プレス及びバンのストックが冷却したならば、上側プラテンを上方に動かしてバンのス
トックに加えられた圧力を解放する。次に、バンのストックを便宜な仕方にて硬化プレス
から除去する。このことは、バン１７０をバンのストックから個々に除去し且つそれらの
バンを切断工程の準備として便宜な位置に配置することにより行なうことができる。
【００５８】
バン１７０は、前硬化した強化コアパネル１７８を提供し得るようにストリップに切断す
る（２４２）。好ましくは、ダイヤモンドブレードを有するパネルの鋸を利用して切断工
程を行なう。バンを切断して前硬化した強化コアパネル１７８にするその他の方法は、ダ
イヤモンドブレード及び当該技術分野の当業者に既知のその他の同様の切断方法を使用し
て水平型のバンの鋸を利用することを含む。具体的には、端部を縁処理し且つ拭き払って
余剰な硬化フェノール系樹脂を除去し且つバン１７０の周縁の周りにきれいで直角の端縁
が得られるようにする。次に、必要な床パネルの厚さに依存して、前硬化した強化コアパ
ネル１７８をバン１７０から所望の厚さに切断する。最後に、精密サンドペーパーを使用
して０．５０８ｍｍ（０．０２０インチ）の製造許容公差の範囲の厚さを形成し、前硬化
した強化コアパネル１７８の厚さを一層高精度なものにすることができる。前硬化した強
化コアパネル１７８を切断し且つ研磨した後、これらのパネルは、床パネル３０内で共に
組み立て且つ接着する準備が整う。
【００５９】
全体としてみれば、前硬化した強化コアパネル１７８は、パネル３０内にコア５０全体を
有する。具体的には、前硬化した強化コアパネル１７８は頂部外板５４と底部外板５８と
の間で且つクローズアウト４２、４６により画成された周縁内の空隙を充填しなければな
らない。組み立て工程は鋼フレーム付きの組み立て台に配置された底部外板５８の内面７
０から開始する。最初に、前硬化した強化コアパネル１７８の長さを第一の方向に向けて
パネル３０の１つの必要な寸法に適合するように切断する。次に、前硬化した強化コアパ
ネル１７８を反対方向に第二の寸法を充填し得るように横に並べて配置する。２つの方法
により、当接するコアの間にリブを形成することができる。最初に、当接するコアの間に
何も配置せず、そのスペースが液体フェノール系樹脂で完全に飽和されることを許容する
。これと代替的に、その間に乾燥した接続繊維ガラス織地ストリップを配置し、フェノー
ル系樹脂で含浸されるようにしてもよい。接着剤が不要であるから、液体フェノール系樹
脂で均一に含浸することが可能である。前硬化した強化コアパネル１７８の幅は、バン１
７０の高さに依存し、このため、より大型のパネル３０の場合、能力が許容する限り、バ
ン１７０を高く形成することがより効率的である。大型のバン１７０の寸法は、接続すべ
き前硬化した強化コアパネル１７８の数が少なくて済むから、パネルの組み立て速度を速
める。好ましい実施の形態において、当接するコアに関して上述した何れかの方法により
、当接する前硬化した強化コアパネル１７８とクローズアウト４２、４６の間にリブを形
成することができる。一度び領域の全体が前硬化した強化コアパネル１７８で充填され、
取り付けブロック１３４又はタップ立てブロック１３８のようなその他の機能部分がコア
５０内に存在するならば、頂部外板５４を取り付け且つパネル３０の全体を硬化させる。
パネルの硬化工程後、前硬化した強化コアを有するフェノール系パネルは、必要な更なる
製造を行なう準備が整う。
【００６０】
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本発明の色々な特徴は特許請求の範囲に記載されている。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第一の実施の形態である車両組立体の平面図である。
【図２】　図１に図示した組立体の一部分の平面図である。
【図３】　図２に図示した床組立体に含まれる床パネルの斜視図である。
【図４】　図３に図示した床パネルの分解斜視図である。
【図５】　図３の線５－５に沿った断面図である。
【図６】　図３の線６－６に沿った断面図である。
【図７】　本発明の１つの代替的な実施の形態である、第二の車両の床組立体の平面図で
ある。
【図８】　本発明を具体化する前硬化した強化コアを製造する方法を示すフローチャート
である。
【図９】　図８のフローチャートに従って製造された前硬化した強化コアのバンの分解斜
視図である。
【図１０】　図９に図示したバンから切断した前硬化した強化コアパネルの斜視図である
。

【図１】 【図２】

【図３】
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